
（例)理・美容所施設基準の概要
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・作業室の床面積は理（美）容イスが２台までは９．９㎡以上、２台を超えるときは１台増すごとに３．３㎡以上増す。
・床、腰板（壁）はコンクリート、タイル、リノリューム又は板等不浸透性材料とする。
・天井は、じんあいの落下を防ぎ、掃除しやすい構造とする。
・消毒設備は、エタノール、紫外線消毒器等を用意する。
・作業場はトイレ、待合、休憩室を除くこと。

換気扇

窓 窓

洗濯機

手洗い

シャンプーイス

タ
オ
ル
収
納
戸
棚

休
憩
室

収
納
戸
棚

2.5ｍ

入
口

汚
物
箱

カットイス

毛
髪
箱待合いイス

レジカウンター

消
毒
設
備

洗
い
場

流

し

外傷に対応する

応急処置に必要

な救急薬を常備

すること。

＋

作業室と居

室とは

明確に区別

消毒済みと末消毒の器具は厳重に区

別し、格納する容器を別とすること。

作業所と待合いは明確に区別すること。

皮膚に接する器具は、

客一人毎に消毒する

こと。

別々ふた付きのもの

を別途備えること。

給湯設備

作業場

91.7㎡

待合

7.5㎡

トイレ

4.5㎡

店舗の区画

待合所

毛髪箱

救急薬品

専用の手洗いを設ける。


